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議案第３０号 

 

   境港市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

 社会教育法（昭和24年法律第207号）第30条の規定により、別紙のとおり委嘱する。 

 

     令和６年９月２６日 提出 

 

                   境港市教育委員会 
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令和６年度 境港市誠道公民館運営審議会委員一覧 

（任期：令和６年４月１日～令和８年３月 31日） 

 

≪新任≫ 杉村 理恵（すぎむら りえ）任期：令和６年 10月１日～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏　名 町　名 備考

秋吉　早苗 誠道町

井上　淳一 誠道町

岩本　信二 誠道町

加納  章 誠道町

工野  昌彦 誠道町

小林  豊 誠道町

清水　道夫 誠道町

高松  紀行 誠道町

中本  勝 誠道町

櫨本　清美 誠道町

早川　愛奈 誠道町

山根　真一 誠道町

八幡　明 米子市東福原

安達　加奈子 誠道町

杉村　理恵 誠道町 新

誠
道
公
民
館
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主 な 内 容 

 

１ 境港市公民館運営審議会委員の委嘱 

  新たに委員を委嘱する。 

 

２ 任期 

  令和６年10月１日から令和８年３月31日まで 

 

３ 根拠法令 

社会教育法（抜粋） 

 （公民館運営審議会） 

第29条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施

につき調査審議するものとする。 

第30条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、当該市町

村の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運

営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委

員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

（以 下 省 略） 

 

境港市公民館条例（抜粋） 

 （公民館運営審議会の委員） 

第５条 公民館に公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、15人以内とし、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者

の中から教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（以 下 省 略） 

 

境港市公民館運営審議会規則（抜粋） 

第２条 審議会の委員の任務は、次のとおりとする。 

（１）公民館長の諮問に応じ、調査審議する。 

（２）公民館活動を推進する。 

（３）その他必要な事項 

（以 下 省 略） 

 

 

 



5 

 

議案第３１号 

 

   境港市民温水プール条例施行規則等の一部を改正する規則について 

 

 境港市民温水プール条例施行規則等の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

 

     令和６年９月２６日 提出 

 

                      境港市教育委員会 
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別紙 

   境港市民温水プール条例施行規則等の一部を改正する規則 

 

 （境港市民温水プール条例施行規則の一部改正） 

第１条 境港市民温水プール条例施行規則（昭和62年境港市教育委員会規則第４号）の

一部を次のように改正する。 

第11条第１項第３号中「酒気を帯びている者又は伝染性疾患のある者」を「酒気を

帯びている者」に改める。 

 （境港市文化ホール条例施行規則の一部改正） 

第２条 境港市文化ホール条例施行規則（平成６年境港市教育委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「文化ホール使用許可申請書」を「境港市文化ホール使用許可申請

書」に改める。 

  第３条中「文化ホール使用許可書」を「境港市文化ホール使用許可書」に改める。 

  第５条第１項中「使用取消し、変更申請書」を「使用取消・変更申請書」に、「許可

書」を「使用許可書」に改め、同条第２項中「使用取消し、変更許可通知書」を「使

用取消・変更許可通知書」に改める。 

  第６条中「使用取消し、停止、変更通知書」を「使用取消・停止・変更通知書」に

改める。 

  第10条第１項中「あとかたずけ」を「後片付け」に改める。 

  第12条第４号中「伝染病患者、めいてい者」を「めいてい者」に改める。 

  第13条第２号中「管内」を「館内」に改める。 

  様式第３号中「使用取消し、変更申請書」を「使用取消・変更申請書」に改める。 

  様式第４号中「使用取消し、変更許可通知書」を「使用取消・変更許可通知書」に

改める。 

  様式第５号中「使用取消し、停止、変更通知書」を「使用取消・停止・変更通知書」

に改める。 

 （境港市民交流センター条例施行規則の一部改正） 

第３条 境港市民交流センター条例施行規則（令和３年境港市教育委員会規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

  第10条第４号中「伝染病患者、めいてい者」を「めいてい者」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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報  告  事  項 

生涯学習課 

行 事 報 告 

９月２日（月） 境港市公民館研修 市民交流センター 

  ３日（火） ９月定例市議会（～26日） 議場 

  ４日（水） 市民交流センター連絡調整会 ミーティングルーム 

  ６日（金） 定例公民館長会     〃 

  14日（土） ふれあいコンサートin境港 市民交流センター 

  25日（水） 高校生あいさつ・交通マナー運動 ＪＲ上道駅、余子駅 

   

行 事 予 定 

９月27日（金） 図書館連絡協議会 図書館 

10月３日（木） 境港市トンド保存会総会 第１会議室 

  ４日（金） 定例公民館長会 ミーティングルーム 

 市民交流センター連絡調整会     〃 

  ７日（月） ピアノコンクール実行委員会     〃 

  11日（金） 境港市中学校ＰＴＡ連合会「教育を語る会」 市民交流センター 

  16日（水） 決算審査特別委員会 議場 

  17日（木） 全国（中国・四国）公民館研究大会 高松市 

 （～18日）  

  18日（金） 境港市小学校ＰＴＡ連合会教育懇談会 上道公民館 

  19日（土） ねんりんピックはばたけ鳥取2024 市民体育館ほか 

 境港市交流大会（～22日）  

  24日（木） 奥田あき子氏墓参り 境中央墓園 

   

そ の 他 

◎公民館祭り   

10月５日（土）、６日（日）  上道公民館   

 26日（土）         境公民館  

 26日（土）、27日（日）    渡公民館  

 27日（日）         外江・余子・中浜・誠道公民館 
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1 入館利用者の状況

（１）

◇１日平均

開館日数 29 日 29.0 日 本年度 ３年間平均

入館者数 17,908 人 19,357 人 617.5 667.5

(2) 登録者数及び貸出利用者数

一　 般 111 人 11,926 人 3,835 人

高校生 1 555 33

中学生 2 756 124

小学生 31 4,498 1,069

幼　 児 18 1,912 232

小　 計 163 19,647 5,293

団   体 3 157 78

166 19,804 5,371

前月末 19,638 前年8月 5,739

（３） 図書貸出し状況

一般書 8,757 冊 団体貸 750 冊

雑　 誌 573 ○学校図書室 72 冊

児童書 11,614 市内小学校 50

AV（オーディオビジュアル） 46 市内中学校 20

合　 計 20,990 2

○その他の団体 678 冊

前々年 8月 27,343 県立・市町村図書館 53 7

前年 8月 24,010 40 45

３年間平均 24,114 7 62

26 168

0 0

124 146

2 館内業務の状況

（１） 館報の発行

（２） 月例行事の開催

①「枕草子～清少納言と楽しく語ろう～」 13：50~14:50 みなとテラス

②「絵本とおはなしの部屋」 第１土曜日（3日） 14：00~ 図書館

③「絵本と紙芝居を楽しむ会」 第2土曜日（10日）　 14：00~ 図書館

④「おしゃべりたんぽぽおはなし会」 第3土曜日（17日）　 14：00~ 図書館

⑤「読み聞かせ・かみしばい・英語」 第4土曜日（24日） 14:30~ 図書館

⑥「図書館で英語の多読」 第4土曜日（24日） 15:30~ 図書館

境港市民図書館

令和6年8月の入館状況

本年度 ３年間平均

登録者数 貸出利用者数

新規　 累計

合   計

県立鳥取聾学校ひまわり

福祉事業所(移動図） その他

境港市民図書館だより8月号

第3土曜日（17日）

自衛隊美保基地(移動図）

幸朋苑・７公民館・浜の里 市内児童クラブ

読み聞かせ団体 市内放課後預かり施設

市内幼保園・子育て支援 市外放課後預かり施設

市外保育園 県外図書館
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3 その他 （○市内行事、●市外行事、＊その他）

〇 メダカ教室　(講師　あらしま屋店主佐々木圭氏） 1日10：00~11：30 みなとテラス

〇 社会教育委員会(館長） 1日15：00～ 保健相談C

〇 こども司書1日体験(参加者2名） 2日10：00～15：00

〇 リニューアルオープン2周年開館記念講演会(講師　小灘一紀氏） 3日14：00～15：30 みなとテラス

〇 こども司書1日体験(参加者2名） 4日10：00～15：00

〇 多文化共生講座への出前図書館（経済交流係との連携） 4日9：00～12：00 保相センター

〇 移動図書館（館長・職員） 5日12；15~12：45 孫の手

〇 移動図書館（館長・職員） 6日12；15~12：45 えぴくる

〇 移動図書館（館長・職員） 6日15；00~16：00 F＆Y

〇 移動図書館（館長・職員） 7日12；15~12：45 はまゆう

〇 市民交流センター会議(館長） 7日16：00~ 生涯学習課

〇 移動図書館（館長・職員） 9日10；40~11：10 余子公

〇 移動図書館（館長・職員） 9日11；30~12：00 中浜公

〇 移動図書館（館長・職員） 9日16；15~16：45 まつぼっくり

〇 こども司書1日体験(参加者2名） 10日10：00～15：00

〇 昼の怪談会（神原リカ氏） 11日14：00~ プレーコーナー

〇 こども司書半日体験(参加者4名） 16日10：00～12：00

〇 こども司書半日体験(参加者4名） 17日10：00～12：00

〇 機織り体験教室(講師　仲里心平氏） 17日・18日10：00～11：30 みなとテラス

〇 夜の怪談会（神原リカ氏） 17日19：00~ ブラウジング

〇 音読教室・移動図書館（館長・職員） 20日10：00~11：20 外江公

〇 ブックスタート(職員） 20日13：00~ 保相センター

〇 図書館DE音読(職員） 21日10：00~10：45 コワーキング

〇 移動図書館（館長・職員） 21日12；15~12：45 まほろば

〇 移動図書館(職員2名） 23日11：30~13：00 自衛隊美保基地

〇 外国人技能実習生夏祭りへの出前図書館（経済交流係との連携） 25日9：00～12：00 保相センター

〇 子ども食堂への出前図書館（幸朋苑主催） 25日11：00~12：00 みなとテラス

〇 移動図書館（館長・職員） 26日9：30~10：00 誠道公

〇 音読教室・移動図書館（館長） 27日10：00~11：30 境公

〇 音読教室・移動図書館（職員） 24日台風のため中止 上道公

〇 音読教室・移動図書館（職員） 30日台風のため中止 渡公


